練馬区スポーツ協会後援名義申請の手続きについて

1． 申請の時期及び提出書類

下記の申請書類に必要事項を記入の上、事業実施日の６ヶ月前～１ヶ月前までに提出してください。

・名義使用申請書
・事業予算書
・事業計画書
・実施要項

2． 承認手続き

承認期間は、承認日から事業実施終了日までです。
　　　「名義使用承認書」は、加盟団体事務連絡者に郵送または直接お渡しいたします。

　　　※「名義使用承認書」が届かないうちにプログラム等に練馬区スポーツ協会の名前を掲載しないでください。

3． 事業報告書の提出

下記の書類は、事業終了後３ヶ月以内に必ず提出してください。

・事業報告書（「名義使用承認書」と一緒にお渡しします。）
・決算報告書
・事業内容がわかるプログラム等

※報告書の提出が無い時は、今後の承認ができかねる場合があります。
